
名 取 市 消 防 団 協 力 事 業 所 表 示 制 度 実 施 要 綱  

（ 目 的 ） 

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 名 取 市 消 防 団 の 活 動 に 積 極 的 に 協 力 し て い る 事

業 所 又 は そ の 他 の 団 体 （ 以 下 「 事 業 所 等 」 と い う 。 ） に 対 し 、 消 防 団 の

活 動 に 協 力 す る 証 と し て 名 取 市 消 防 団 協 力 事 業 所 表 示 証 （ 以 下 「 表

示 証 」 と い う 。 ） を 交 付 す る こ と に 関 し 、 必 要 な 事 項 を 定 め る こ と を 目 的

と する 。 

（ 認 定 の 申 請 ） 

第 ２ 条  表 示 証 の 交 付 を 受 け よ う と す る 事 業 所 等 は 、 協 力 事 業 所 （ 市 長

が 消 防 団 の 活 動 に 協 力 し て い る と 認 め た も の を い う 。 以 下 同 じ 。 ） と し て

の 認 定 を 受 け なけ れ ば なら な い 。 

２  前 項 の 認 定 を 受 け よ う と す る 事 業 所 等 は 、 市 長 に 名 取 市 消 防 団 協 力

事 業 所 認 定 申 請 書 を 提 出 し な け れ ば な らな い 。 

（ 協 力 事 業 所 の 認 定 ）  

第 ３ 条  市 長 は 、 協 力 事 業 所 の 認 定 の 申 請 が あ っ た 場 合 は 、 当 該 事 業

所 等 が 消 防 関 係 法 令 に 違 反 し て い な い 事 業 所 等 で あ っ て 、 か つ 、 次 の

各 号 の い ずれ か に 該 当 し て い るか ど う か を 審 査 する も の と する 。 

（ １ ）  本 市 の 消 防 団 員 で あ る 従 業 員 を ２ 人 以 上 雇 用 し て い る 事 業 所

等  

（ ２ ）  従 業 員 の 消 防 団 活 動 に つ い て 、 積 極 的 に 配 慮 し て い る 事 業 所

等  

（ ３ ）  災 害 時 等 に 事 業 所 の 資 機 材 等 を 消 防 団 に 提 供 す る な ど 協 力 し

て いる 事 業 所 等  

（ ４ ）  そ の 他 消 防 団 活 動 に 協 力 す る こ と に よ り 、 地 域 の 消 防 防 災 体 制

の 充 実 強 化 に 寄 与 し て い る な ど 、 市 長 が 特 に 優 良 と 認 め る 事 業 所

等  

２  市 長 は 、 前 項 の 審 査 の 結 果 、 適 当 と 認 め る と き は 、 当 該 事 業 所 等 を

協 力 事 業 所 と し て 認 定 す る も の とす る 。  

（ 協 力 事 業 所 の 認 定 の 特 例 ） 

第 ４ 条  前 ２ 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 市 長 は 、 協 力 事 業 所 と し て の 認 定



の 申 請 を 行 わ な い 事 業 所 等 で あ っ て も 、 適 当 と 認 め る と き は 、 事 業 所

等 の 意 向 を 把 握 し た 上 で 協 力 事 業 所 と し ての 認 定 を 行 う こ と がで き る 。 

（ 認 定 の 通 知 等 ） 

第 ５ 条  市 長 は 、 第 ３ 条 第 １ 項 の 審 査 を 行 っ た 場 合 は 、 そ の 結 果 を 事 業

所 等 に 通 知 す る と と も に 、 協 力 事 業 所 と し て の 認 定 を 行 っ た 場 合 は 、

表 示 証 を 交 付 す る も の と す る。 前 条 の 規 定 に よ り 協 力 事 業 所 の 認 定 の

申 請 を 行 わ な い 事 業 所 等 を 協 力 事 業 所 と し て 認 定 し た 場 合 も 、 同 様 と

する 。 

（ 認 定 の 有 効 期 間 ）  

第 ６ 条  第 ３ 条 第 ２ 項 及 び 第 ４ 条 に 規 定 す る 認 定 並 び に 次 条 に 規 定 す る

更 新 し た 場 合 の 認 定 の 有 効 期 間 は 、 そ れ ぞ れ 認 定 を し た 日 の 翌 日 か

ら 起 算 し て ２ 年 と す る 。 

（ 認 定 の 更 新 ） 

第 ７ 条  市 長 は 、 認 定 の 有 効 期 間 が 満 了 す る 前 に 、 認 定 を 受 け た 協 力

事 業 所 が 第 ３ 条 第 １ 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 し て い る か ど う か 等 を 確

認 す る と と も に 、 協 力 事 業 所 の 意 向 を 適 切 に 把 握 し た 上 で 認 定 を 更 新

する こ と がで き る 。 

（ 認 定 の 失 効 ） 

第 ８ 条  協 力 事 業 所 に つ い て 、 次 の い ず れ か に 掲 げ る 事 由 が 生 じ た と き は 、

第 ３ 条 第 ２ 項 及 び 第 ４ 条 に 規 定 す る 認 定 並 び に 前 条 に 規 定 す る 更 新

し た 場 合 の 認 定 は 、 その 効 力 を 失 う 。 

（１ ）  認 定 の 有 効 期 間 が 経 過 し た と き 。  

（２ ）  協 力 事 業 所 が 解 散 し た と き 。 

（３ ）  協 力 事 業 所 が 事 業 を 廃 止 し 、 又 は 休 止 し た と き。 

（４ ）  協 力 事 業 所 が 協 力 事 業 所 で な い 事 業 所 等 と 合 併 し た と き 。 

（ 認 定 の 取 消 し ） 

第 ９ 条  市 長 は 、 協 力 事 業 所 に つ い て 、 次 の い ず れ か に 掲 げ る 事 由 が 生

じ た とき は 、 その 認 定 を 取 り 消 す こ と がで き る。 

（１ ）  偽 り そ の 他 不 正 の 手 段 に よ り 認 定 を 受 け た とき 。 

（２ ）  第 ３ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 要 件 の い ずれ も 満 た さ な くな った と き 。 



（ ３ ）  そ の 他 協 力 事 業 所 と し て 認 定 し て お く こ と が 適 当 で な い と 市 長 が

認 め た とき 。 

２  市 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 認 定 を 取 り 消 し た 場 合 は 、 当 該 認 定 を 取 り

消 し た 事 業 所 等 に 、 そ の 旨 通 知 す る も の とす る 。 

３  第 １ 項 の 規 定 に よ り 協 力 事 業 所 の 認 定 を 取 り 消 さ れ た 事 業 所 は 、 速

やか に 表 示 証 を 市 長 に 返 還 し な け れ ば な らな い 。 

（ 表 示 証 の 表 示 ） 

第 １ ０ 条  協 力 事 業 所 は 、 交 付 を 受 け た 表 示 証 を 、 次 に 掲 げ る 場 所 等 に

表 示 す る こと が で き るも の と する 。 

（１ ）  協 力 事 業 所 の 見 や す い 場 所  

（ ２ ）  パ ン フ レ ッ ト 、 チ ラ シ 、 ポ ス タ － 、 看 板 及 び 電 磁 方 法 （ 電 子 的 方 法 、

磁 気 的 方 法 そ の 他 人 の 知 覚 に よ っ て 認 識 す る こ と が で き な い 方 法

をい う 。 ） によ り 行 う 映 像 そ の 他 の 広 告  

（ 表 示 証 交 付 整 理 簿 の 備 付 け ）  

第 １ １ 条  市 長 は 、 表 示 証 を 交 付 す る 場 合 は 、 整 理 簿 を 備 え 付 け 、 事 業

所 等 の 名 称 、 住 所 、 有 効 期 間 等 の 必 要 事 項 を 記 録 す る も の とす る 。 

 

（ 協 力 事 業 所 の 公 表 ）  

第 １ ２ 条  市 長 は 、 協 力 事 業 所 の 名 称 、 名 取 市 消 防 団 へ の 協 力 内 容 そ

の 他 の 事 項 につ い て 、 広 報 紙 等 に よ り 公 表 す る も の とす る 。 

（ 委 任 ） 

第 １ ３ 条  この 要 綱 に 定 め る も のの ほ か 、 必 要 な 事 項 は 、 別 に 定 め る 。 

附  則  

この 告 示 は 、 平 成 ２ １ 年 １ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 

 


